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はじめに
現在の急速な環境の変化の中で、徴税機構は、多かれ少なかれ、新しい使命とともに、国民のための重要なプログラムの費用を賄う歳入を確保することが求められています。
最近の経済危機は、これらの責任に対し、とりわけ還付の処理について影響をつよめています。税務行政の公共広場がこれらの動きに対し対応してきた一つの方向は、世界各国の税務執行機関の組織、機能及び活動状況に於ける信頼できる国際比較の情報を提供することであります。
そのような比較情報は、税務長官にとっての他国の経験から学ぶことができる貴重な情報源であり、各国の歳入当局が実際にどのように活動しているのかということを示すものであります。その上、当広場が作成した、49の模範執行の指針は、各国の税務長官に対し何が役に立ち、何が役に立たないかを特定する助けとなるでしょう。
この当広場の出版は、このシリーズにおける第4弾目であります。
当レポートは、世界中の税務行政における比較のための深く幅広いデータを含んでいます。全てのOECD加盟国にとどまらず、EU諸国、G20の諸国その他50に上る国々が、当レポートの発表に貢献されました。
これでは、税務行政を取り巻く環境に対し独自の考察を行っています。それは、各国の執行当局が活動を開始することにより国家間の相互理解を促進するだけでなく、税務行政における主要な傾向と改革を特定するうえで、税制の立案者と執行当局の双方に対し重要な助けとなる道具にもなるのです。
この研究に携わったすべての者に感謝するとともに、この情報が幅広く行き渡ることにより、税務に携わるすべての人々の役に立ち、関係当局相互間での協力の手助けとなることを期待するものであります。
ダグラス・シュルマン　FTA議長
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第1章：　税務行政の組織的な調整　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
はじめに
　1つの組織としての歳入当局
　歳入当局の裁量権の範囲
　歳入当局の責任の範囲
　　直接税お飛び間接税の徴収のための機構
　　社会保険の徴収
　　税以外の機能
　　　関税行政
　特別な管理の手配
　　正式な管理の委員会と諮問機関
　　税務行政の外部の独立した監視機能
　　不服申し立ての処理と管理の在り方

	第2章：　歳入機構の組織
　徴税のためのし組織化
　　歳入機構とその改革
　　ハイレベルの組織的な調整での国々の例
　　　改革、改革、改革…は終わりのないストーリー　
　大規模納税者の管理
　　大規模納税者の共通特性
　　大規模事業者の認定のために当局が利用している基準
　　大規模納税者部門の共通のもしくは重要な特徴
　個人の高額納税者の特別な組織上の調整
　　個人の大規模納税者の
発生と資産の状況
　　個人の高額所得者の専担分門とそこでの職員
　　高額所得者の基準とそれらの数
　税務執行の出先機関のネットワーク
　　大規模事務所のネットワークの合理化計画の事例



	第３章：　戦略的な重点事項
　税務行政における戦略的な計画
　事績向上のための管理
　歳入当局の企画管理のアプローチ
　　事業計画と年間の事績報告の作成と報告
　　
　　戦略計画の企画―研究結果が示すもの
　組織の業績の評価
　申告水準の管理と向上
　　納税義務の領域
　　危機管理のアプローチの採用
　　申告水準に関しての影響の認識
　　申告水準のリスク管理の測定と評価
　　納税道義のリスクの特定と、賦課、優先および処理
　　申告水準の測定
　　無作為抽出による調査手法の活用
　歳入当局の事績の報告
　まとめ

	第４章：　定員、人事管理の戦略、組織的な能力及び人事評価
　定員、組織的な処理能力及び事績
　人事評価戦略のありかた
　機構内における人事評価制度等の政策の変更
　職員採用と配置
　職員研修
　人事評価
　　技能評価
　報償と定期昇給
　職員管理―定員と人員削減、年齢構成と熟練
　　定員―定員削減
　　外部からの加入促進
　　全体の加入促進
　　年齢構成
　　資質



	第５章：　税務執行の予算
　歳入当局の予算
　税務行政支出
　　総支出
　　徴税費用の徴収税額比率
　　徴税費用のGDP比率
　徴税費用と定員の国際比較
　　徴税コスト割合
　　歳入当局の比較定員
　　OECD加盟国での歳入当局の総職員数の傾向
　職員の機能的な配分
　歳入当局の業務のアウトソース
　国の歳入当局の税以外の使命

	第６章：　情報管理
　歳入の徴収
　加納税の還付
　納税者サービスの提供
　　納税者サービスの基準等
　申告審理
　納税争議
　納付税額と徴収
　　世界的な歳入欠陥の影響
　　滞納税額の最小化



	第７章：　税務行政における電子サービスの用意と活用
　税務行政
　　近代的な電子サービスの用意と活用
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当資料について
目的と方法
この情報シリーズは、OECDの税制と税務施行センター（CPTA）の税務行政フォーラム（FTA）が作成したもので、OECD加盟国及び特定の非加盟国における税制及び税務行政の観点についての国際比較のデータを提供しています。
シリーズの最初の目的は、税務行上の問題に関しての税務官吏相互間の情報交換を促進する情報を提供し、それが歳入当局に対し税務執行や税制のデザインの改善の機会を与えようとするものであります。
この情報シリーズは、第4版ですが、ほとんどの税務長局その他や研究者にとって参考となる一連の情報を含んであります。この情報シリーズが、2年ごとに更新され、OECD加盟国および特定の非加盟国にとって税務行政の関する比較情報での権威ある情報源となることに発展することを、税務執行フォーラムは意図するものであります。
このシリーズにおいて提供している情報は、OECD加盟国及び特定の非加盟国の歳入当局から、2010年に行った調査、歳入当局の年報書、第三者の情報源（たとえば、財務資料国際局（IBFD）,特定のOECDの税の出版物その他）により得られたものです。
このシリーズで表示されている情報の有効性を証明し、使用されている情報の源を記載することで関係する歳入当局との間ではあらゆる努力が行われました。
OECDの事務局の責任のもとで発行されたシリーズとこの版は、2011年の2月の財務委員会において、採択されています。
CFAとしては、そのフィードバックを、将来の版のためにも大歓迎いたします。
49カ国の参加のリストが、別表1に掲げてあります。この版では、チリ－、エストニア、イスラエル及びスロバ二アがOECD加盟国として発生し、全てが2010年に正式にOECDの加盟国になりました。前の版については、非加盟国の選定は、国際比較を
行いより多くの国々を利するとの目的を高めるために加えたものです。
将来加盟国となる見込みの国々に基準は、：
O　CFAへの正式なオブザーバーである国々（アルゼンチン、中国、インド、南アフリカおよびソ連邦）；
O　欧州連合のメンバーで、OECDの非加盟国（ブルガリア、サイプラス,　ラテイビ　　ア及びマルタ）
概要
このシリーズは、ＯＥＣＤ加盟国と特定の非加盟国の国税の執行当局のシステムの基本となる特徴を述べています。そのスタートの段階では、各国が情報を共有することによってより効率的な執行組織を目指そうとするものでした。
シリーズでは、近代的な税務行政のシステムといった基本的な要素を確認し、データ、最高レベルの重要な傾向の国のサンプル、最近の革新的な動き、および、対策と結果においての成功事例を活用しています。
そのような最新の知識により武装した歳入当局は、特に事績評価や効率的な賦課効率のための自らの独自の比較分析や基礎数値の分析行うべきであります。
シリーズでは、以下のような項目をカバーしています。
· 第１章は、国の税務執行を行う上での組織的な調整を述べています。
· 第２章では、歳入当局が採用している組織上の立ち上げを概観しています。
· 第３章では、戦略的な事務管理の特別な観点について歳入当局の実働に関する情報を概説しています。
· 第４章では、人事管理について概説しています。
· 第５章では、税の執行に対する資源の配分のデータと計年の分析の概要を述べています。
· 第６章では、納税者サービス、審理、徴収といった行政の重要な分野の活動事績のデータの概要を述べています。
· 第７章では、納税義務の履行の助けとなる近代的な電子サービスについての考え方の展開を述べています。
· 第８章では、納税者の権利、規則の在り方、申告の在り方、主な税の納付及び強制執行を含む税の徴収の法的行政的な枠組みを概観しています。
多くのより重要な項目及び傾向といったものを、以下で述べます。
税務行政における組織の在り方
· 執行当局の大勢が、直接税と間接税の双方を所掌する潤自治的な単独の組織を確立しています。これに関して、税の徴収行為が、給付にも及ぶ会入り態勢がある場合には、社会保険料の徴収を統合する傾向が見られます。
· 非常に多くの歳入当局が、１つ以上の税以外の所掌（たとえば、社会保険料の支払い、及び関税行政）を与えられています。これは、ここ１０年の政府による
税制の社会保障政策への活用の増加ととともに、合理化を反映した傾向として増加傾向にあります。
· カナダ、スウェーデン、イギリス及びアメリカのような先進国を含む、少ない子国々の政府が、税務執行の管理を強化するために、外部の代表者で構成される勧告及び管理のための委員会を作っています。
歳入機構における組織の立ち上げ
· 税目別から機能別もしくは納税者グループに基づいた組織の構造の動きの一般的な考ええ方の一方で、このシリーズは、多くの歳入当局が、これらのクライテリアのミックスしたものや、ハイブリッドの仕組みを有しています。これに関して、業績の向上の要請に駆られて、多くの課税当局が、当初の目的の生産性と効率の向上により、機構改革の途上にあります。
· 歳入当局では、大規模納税者事務所（現時点では４１～４９カ国でいろんな形で存在しています）、全国的なコールセンター及びデータ処理センターのような、専門家の養成もしくは専門家による部門の創設する動きが見られます、その一方で、より伝統的な本物のサービスを行えるネットワークの合理化された事務所が同時に作られています。しかしながら、最近の当広場での高額の個人納税者の申告水準に関する作業や、この１～２年の関のそれら高額所得者数の著しい増加とは関係なしに、きわめて少ない執行当局が、それらの申告水準を管理するために特別の部門を作る動きがあります。
戦略的な管理の特定の見方
· ほとんどの歳入当局が、高度のもしくはかなりの程度の自立性を報告している一方で、約４分の３の歳入当局が、政府もしくは財務省がターゲットとする歳入の目標以上の歳入の確保を満たすよう要求されています。もっとも一般的に掲げられている目標としては、コストの削減、行政負担の削減、税負担の減少納税者の満足度の向上と税負担の減少でした。
· このシリーズでのデータが示すことは、いくつかの歳入当局は、税制がいかに執行されているかを全体的にもその活動の重要な分野でもつぶさに報告しするうえで透明性が十分でなく－全体的な業績を含むギャップの推計（６団体）、年間及び副ウ年の事業改革の発表（１２団体）、およびサービスの基準と達成されたサービスの水準（２２団体）であった。
　　　　　反対の記述では、歳入当局の収穫の当明細の例ではー適時のサービス（オース　ト　ラリア)、申告水準(カナダ、イギリス)、および地域のサービスと行政の受け止め方(スペインとスウェーデン)であった。
· 多くの歳入当局で、広報媒体の活用により、申告水準の活動の認識、低申告の防止への働きかけの可能性が見られた。
· その議論のよりある性質からして、歳入当局の半数以下が所掌する主な税目のタックスギャップの推計を行うための研究を行っています。
これに関して、丁度過半数が、申告水準の測定のために、無作為抽出による調査計画の活用を報告しています。
· 人事管理の主な観点
· このテーマは、過去のシリーズでは触れておりませんが、その結果、分析的な引用での歴史的な引用は存在しません。
　　　　この意味から、詳しく検討されてはいませんが、歳入当局の報告のデータが示　　すものは、人事管理の問題は、多くの歳入当局の上級管理者から、かなりの注目
を得ており、半分以上の報告が、職員の採用、職員研修、人事評価、顕彰の制度政策での主な変更を報告しています。
· 公務員の定数計画、短期中期の採用の弾力化および潜在的な職員の採用と動機付けの採用により、歳入当局の人員の削減の傾向は明らかです。
· ２０％以上の歳入当局が、定期的には、職員の満足度や他の仕事の問題やそれらンｐ調査での発見についての委託研究等を行っていません。
· 資料では、資格別の職員の年齢構成では著しい異なりを指摘していますが、その理由については明らかではありません。
歳入当局の予算
· 多くの国の政府は、いろんな歳入当局の規制（効率性の向上、政府全体の歳出の抑制計画）により、歳入当局の予算の削減の動きがあります。
少ない当局が、（フィンランド、オランダ及びイギリス）これらの削減を中期的に１０％以上行うよう求められています。
· 使われている基礎数値を度外視しても、影響を与える向く雑な要因や効率性における違いもあり、税務執行に従事する組織体の私員数の水準は著しく異なります。
· 電算サービス、データ処理及び納税者サービスおよび税の徴収のための当局のサービスの対策以外に、アウトソーシングは、税務行政においてはほとんど行われていません。
活動事績の情報
· ＯＥＣＤ加盟国での２００８年度全体では、世界的な金融危機ノ伴う経済の下降による結果として；各国では、著しい歳入の減少に見舞われ（すなわち、ＧＤＰの２％）２００８年度では、オーストラリア、アイスランド、アイルランド、イスラエル及びスペイン）、税収はＧＤＰの０．６％の減少を見ています。
· 総合的な税の還付の発生は、税制の範囲、その他の要素を反映し、歳入当局の仕事量（およびすべての国をまたがる基礎条件の比較の研究）との著しい関係から国によって極端に異なります。
· サービスの提供の重要な分野の基準の適用及びそれらに対する達成業績の観察は、半数以上の歳入当局がそのような基準のセットをもっていないことから実際上比較的に未熟の状態であります。
· （相対比較を使っての）報告のあった審理の結果の数値と件数は、国により著しく異なり、全ての細かに行われた標準化のために考慮に入れなければならない複雑な混在する要素の結果であります。
· 見納税の発生は、税債務の相対的な規模を反映し、調査を行った歳入当局間で大きく異なり、そのことは、納税者の納付における全体的なコンプライアンスでもかなりの違いがあることを示唆します。
· 調査で得られたデータは、歳入当局の採納計画についての世界的な金融危機の影響は、かなり平等でなく（たとえば、歳入当局のほぼ40％が、2007年終わりから2009年の間の滞納税額の増加は、20％を超え、13の歳入当局は、この増加が40％を超えていました。
· 滞納整理の業務に関しては、調査の回答は多くの歳入当局の、情報管理システムでの重大な弱さがうかがえました。
税務行政における電子サービスの用意と活用
・電子申告の制度は、主要税目における利用可能性は一般的であり、過半数の歳入当局が、個人所得税と付加価値税納税者の大多数により利用されていると報告しています。これに関連して、極めて少数の歳入等当局（アルゼンチン、ラテイビア、リスア二ア、ポルトガル、及びトルコ）が過去6年以上の電子申告の利用でかなりの増加（５０％）を成し遂げています。
· 申告書の事前申告は、いくつかの当局(チリ―、デンマーク、フィンランド、スペイン、スウェーデン)の電子サービス戦略における重要（何らかの変形的な）な要素と関係し、其の利用は他の国々にも広がりを見せています。
· 約半分の当局が、税の徴収のために電子納付の利用ができないことを報告しており、納税における電子化についてある国々では、未だ関心がないことを示しています。
そのようなデータが行き渡るならば、多くの当局が税の納付における完全な自動化での発展が可能となるでしょう。
· ちょうど過半数の当局が、税に関すル情報サービス、個人納税者のデータへのアクセス、納税者との電子通信、職員による当局の電子サービスの遠隔利用及び法令や判例データのオンラインを含む電子サービスの総合的なおそろいを提供していると報告しています。
税務行政の法令及び行政上の枠組み
· わずかな例外を除いて、全ての当局が、法律その他の形式、もしくは行政的な文書により明らかにされた納税者の権利の正式な一連のものを有しており、これにおける最近での当局の動きの例(オーストラリア、デンマークおよびイギリス)よ引用しています。
· 調査した大多数の当局が、公表しており、納税者の求めにより非公式な規則を提供しています；これ及び先に述べた一連のものによるデータは、当局における、なんらかの非公式な規則を提供する場合の手数料の負荷の傾向を示しています。
· 納税者の登録と付番制度は、ほとんどの国々で、申告書、徴収、賦課・審理の過程での基本的な要件となっており、個々の税務行政の違いを反映し、国により、納税者の登録のデータベースや関係する作業内容は著しく異なります。
· 給与所得の源泉徴収では、其の雇用者と当局双方への適用(作業量では・)される仕組みにおいてかなり異なります(すなわち、累積非累積によるアプローチの違い)。
· 調査国の大多数が、所得税―最終のもしくは控除できる税―(利子所得について30カ国、配当所得について27カ国)の徴収の管理を当局も行っています；源泉徴収は、ある国々においては、中小規模の自営の工事請負人（18）、地代・家賃（14）、特許使用料（23）、株式譲渡（１４）、不動産譲渡（9）、賞金等（23）に拡大しています。
· わずかな例外はあるが、源泉徴収されない個人所得税と法人税について予定納税を採用しています。
其の要件は、国によって、納税者と当局の作業において、かなり（納付回数、納付金額の基礎およびその時期）異なります。
· ほとんどの当局が、個人所得税において自主申告を採用していますが、依然として賦課課税制度を採用している国の数も多く、OECD 加盟国でも同じであります。
· 雇用所得、配当利子所得（これらの多くも源泉徴収の対象となっています）における、第3者の支払いの報告制度も、極めて一般的であります。
第3者の報告義務は、そう多くはありませんが、特定の地代（２２）、特定の自営業者の所得（２５）、株式、不動産の譲渡、取得（23）となっています。
· 付加価値税の登録最低限は、かなり異なりますが、それらの当局の事務負担及び納税者のコンプライアンスへの影響は、多くの国々で、一定税率適用の小額納税者、付加価値税の計算における特定の事業者に対する、納付と申告の期限の延長（3か月ごと、6月ごと、年度ごと）で改善されています。
· 付加価値税納付の大規模中規模の納税者の納付回数では、OECD 加盟国間でもかなり異なり、10日から60日の範囲内にあります。
· 3分の1以下の当局が、税の専門家の活動を監督する特別法を報告しています；
　　オーストラリア、アメリカは、最近の関心の対象となっています。
· 調査への回答に基づいて、約半分の当局が、期限後申告、延納及び過少申告に対する罰則ついて、行政の簡素化の観点から、主要な税目間での統一を行ったようであります。
	付録1．参加歳入当局の一覧表：当局の名称と会計年度


	国名

	当局の名称
	ホームページのアドレス
	金額の単位
	会計年度

	1) OECD 加盟国
	
	
	

	オーストラリア
	オーストラリア税務局（ATO）
	www.ato.gov.au

	オーストラリアドル
	7月1日～
6月30日

	オーストリア
	連邦財務省
	www.bmf.gv.at

	ユーロ
	暦年

	ベルギー

	連邦財務省
	http://minfin.fgov.be/portail1/fr/cadrefr.htm,

http://www.fiscus.fgov.be/　
	ユーロ
	暦年

	カナダ
	カナダ歳入庁
	www.cra-arc.gc.ca
	カナダドル
	4月1日～3月31日

	チリ－
	歳入庁（SII）
	http://www.sii.cl
	チリ－ペソ
	暦年

	チェコ
	チェコ国税庁
	http://cds.mfcr.cz

	チェコ・クローネ
	暦年

	デンマーク

	デンマーク税務省
	www.skat.dk
, www.skm.dk
	デンマーク・クローネ
	暦年

	エストニア

	内国税・関税局
	http://www.emta.ee

	エスト二ア・クローネ
	暦年

	フィンランド
	フィンランド国税庁
	www.tax.fi

	ユーロ
	暦年

	フランス
	フランス財務省
	www.impots.gouv.fr
	ユーロ
	暦年

	ドイツ
	ドイツ連邦税務局
	http://www.bundesfinanzministerium.de
	ユーロ
	暦年

	ギリシャ
	財務省
	www.minfin.gr/portal
	ユーロ
	暦年

	ハンガリー
	税・財務管理庁
	www.apeh.hu

	ハンガリーフラン
	暦年

	アイスランド
	内国歳入庁
	www.rsk.is

	アイスランド・クローネ
	暦年

	アイルランンド
	歳入庁
	www.revenue.ie

	ユーロ
	暦年

	イスラエル
	イスラエル国税庁
	http://ozar.mof.gov.il/taxes/　
	NIS
	暦年

	イタリア
	経済財務省、
内国歳入・関税庁
財務庁、財務省
	www.mef.gov.it　, www.agenziaentrate.it　, 

www.agenziadogane.it　, 

www.agenziaterritorio.gov.it　, 

www.agenziademanio.it　, www.finanze.it　
	ユーロ
	歴年

	日本
	国税庁
	http://www.nta.go.jp/
	円(日本円)
	4月1日～3月31日

	韓国
	国税庁
	www.nts.go.kr

	韓国ウオン
（KRW）
	暦年

	ルクセンブルグ
	直接税庁
間接税庁
	www.impotsdirects.public.lu　 

www.aed.public.lu　
	ユーロ
	暦年

	メキシコ
	国税庁
	www.sat.gob.mx

	メキシコ・ペソ
	暦年

	オランダ
	オランダ国税・関税庁
	http://www.belastingdienst.nl

	ユーロ
	暦年

	乳ジーランド
	内国歳入庁
	http://www.ird.govt.nz

	ニュージーランド・ドル
	4月1日～
3月31日

	ノールウエイ
	ノールウエイ国税
	www.skatteetaten.no

	ノールウエイ・クローネ
	暦年

	ポーランド
	財務省
	www.mf.gov.pl

	PLN(ポーランド・ズロテイ)
	暦年

	ポルトガル
	課税庁
	http://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action　
	ユーロ
	暦年

	スロバキア共和国
	スロバキア国税庁
	http://www.drsr.sk

	ユーロ
	暦年

	スロバニア
	スロバニア国税庁
	www.durs.gov.si
	ユーロ
	暦年

	スペイン
	国税庁
	www.agenciatributaria.es
	ユーロ
	暦年

	スウェーデン
	スウェーデン国税庁
	www.skatteverket.se

	スウェーデン・クローネ
	暦年

	スイス
	連邦国税
	www.estv.admin.ch

	スイス・フラン
	暦年

	トルコ
	トルコ国税
	www.gib.gov.tr

	トルコ・リラ
（TL）
	暦年

	イギリス
	内国・関税庁
	http://www.hmrc.gov.uk/

	ポンド、スターリング
	4月1日～
3月31日

	アメリカ
	内国歳入庁
	www.irs.gov

	アメリカ・ドル
	10月1日～
9月30日

	2) 特定の非OECD 加盟国 
	
	
	

	アルゼンチン
	連邦歳入局
	www.afip.gov.ar

	アルゼンチン・ペソ（ARS）
	歴年

	ブルガリア
	国税庁（NRA）
	www.nap.bg

	BGN
	暦年

	中国
	国家税務局
	http://www.chinatax.gov.cn

	RMB(中国元)
	暦年

	キプロス
	内国歳入省・付加価値税局
	www.mof.gov.cy/ird　www.mof.gov.cy/vat

	ユーロ
	暦年

	インド
	直税局
	http://incometaxindia.gov.in　
	ルピー
	暦年

	インドネシア
	課税総局
	http://www.pajak.go.id

	インドネシア・ルピー
	暦年

	ラトビア
	国家歳入庁
	http://www.vid.gov.lv

	ラトビア・ラット（LVL）
	暦年

	リトアニア
	国家歳入庁
	www.vmi.lt
	LITAS
	暦年

	マレーシア
	内国歳入局
	http://www.hasil.gov.my

	リンギット
（RM）
	暦年

	マルタ
	内国歳入局(直税)、付加価値税部
	http://www.ird.gov.mt
http://www.vat.gov.mt　
	ユーロ
	暦年

	ルーマニア
	財務執行庁
	http://www.anaf.ro　 
	RON 
	暦年

	ロシア
	連邦国税庁
	www.nalog.ru
 
	ロシア・ルーブル
	暦年

	サウジアラビア
	ザカト(貧者支援税)・所得税庁
	www.dzit.gov.sa

	サウジ・リヤール
	暦年

	シンガポール
	内国歳入庁
	www.iras.gov.sg
 
	シンガポール。ドル
	4月1日～
3月31日

	南アフリカ連邦
	南ア歳入庁（SARS）
	http://www.sars.gov.za

	南ア・ランド
（ZAR）
	4月1日～
3月31日


Sources: Survey responses.
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